
対　象

次の全てに該当する人

▽おおむね65歳以上

▽市民税非課税世帯

▽ �地域的な事情または心身の障害・
疾病などで、公共交通機関の利用
が困難

▽ �通院のために月１回以上タクシー
を利用

持参するもの

▽医療機関の領収書

▽ �通院に利用した往復のタクシー領
収書（申請月または前月のもの）

▽印鑑

申請・問い合わせ先　長寿支援課（☎
　４０-０２２２）、上下支所市民生
　活係（☎６２-２１１４）

対　象

▽ �身体障害者手帳を持ち、下肢・
体幹・移動・視覚・腎臓の障害
等級が１級～３級または呼吸器
の障害等級が１級の人

▽療育手帳Ⓐ・Ａ・Ⓑを持っている人
※施設入所者は除く。身体障害者手
帳３級または療育手帳Ⓑを持ってい
る人は、市・県民税の所得割が世帯
の誰にも課税されていない場合のみ
対象。

持参するもの

▽身体障害者手帳または療育手帳

▽印鑑

申請・問い合わせ先　地域福祉課（☎
　４３-７１４８）、上下支所市民生
　活係（☎６２-２１１４）

対　象

�

▽ �精神障害者保健福祉手帳を持って
いる人
※上下町在住の人は、原則として上
下保健センターで交付します。

持参するもの

▽精神障害者保健福祉手帳

▽印鑑

申請・問い合わせ先　健康医療課元
　気づくり係（リ・フレ内・☎４７-
　１３１０）・健康づくり係（上下
　保健センター内・☎６２-２２３１）

と
き　

５
月
９
日（
火
）～
平
成

30
年
２
月
13
日（
火
）の
毎
月

第
２
火
曜
日
19
時
～
21
時

と
こ
ろ　

リ
・
フ
レ

対
象　

18
歳
以
上
で
、
修
了
後
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
府
中

市
で
活
動
で
き
る
人

内
容　

正
し
い
発
音
や
発
声
方

法
を
学
び
、
視
覚
に
障
害
の

あ
る
人
に
、
声
で
情
報
提
供

を
行
う
た
め
の
講
座
で
す
。

受
講
料　

無
料

講
師　

音
訳
グ
ル
ー
プ
カ
ナ
リ 

　

ヤ
会
員

申
し
込
み
期
間　
４
月
３
日（
月
）

　

～
21
日（
金
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

府
中
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
☎

４
７-

１
２
９
４
）
・
同
上
下

支
所
（
☎
６
２-

２
５
６
６
）

と
き　

５
月
14
日（
日
）～
10
月

22
日（
日
）月
曜
日
19
時
～
21

時
ま
た
は
日
曜
日
13
時
～
17
時

と
こ
ろ　

リ
・
フ
レ

対
象　

18
歳
以
上
で
、
修
了
後
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
府
中

市
で
活
動
で
き
る
人

内
容　

聴
覚
に
障
害
の
あ
る
人

な
ど
を
支
援
す
る
た
め
に
、

話
す
言
葉
を
文
字
に
変
え
て

通
訳
す
る
方
法
な
ど
を
学
ぶ

養
成
講
座
で
す
。

受
講
料　

テ
キ
ス
ト
代
3,400
円

講
師　

要
約
筆
記
サ
ー
ク
ル
伝

　

書
鳩
会
員
他

申
し
込
み
期
間　
４
月
３
日（
月
）

　

～
21
日（
金
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

府
中
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
☎

４
７-

１
２
９
４
）
・
同
上
下

支
所
（
☎
６
２-
２
５
６
６
）

◎
水
彩
画
展

と
き　

４
月
７
日（
金
）～
27
日

　
（
木
）15
時
～
21
時

※
日
・
月
曜
日
、
祝
日
は
休
館
。

問
い
合
わ
せ
先　

旭
公
民
館

　

（
☎
４
５-

５
９
０
３
）

◎
水
彩
画
展

と
き　

４
月
12
日（
水
）～
25
日

　
（
火
）13
時
～
17
時

※
最
終
日
は
16
時
ま
で
。
日
・

月
曜
日
、
祝
日
は
休
館
。

◎
パ
ソ
コ
ン
教
室
を
開
講

ワ
ー
ド
教
室　

４
月
４
日（
火
）

　

～
６
月
20
日（
火
）の
第
１
・

　

第
３
火
曜
日
19
時
～
21
時

エ
ク
セ
ル
教
室　
４
月
11
日（
火
）

　

～
６
月
27
日（
火
）の
第
２
・

　

第
４
火
曜
日
19
時
～
21
時

定
員　

５
～
10
人

料
金　

一
月
に
つ
き
1,000
円

問
い
合
わ
せ
先　

ク
ル
ト
ピ
ア

　

栗
生
（
☎
４
５-

３
７
０
１
）

と
き　

４
月
16
日（
日
）９
時
30

　

分
～
15
時

集
合
場
所　

行
縢
町
ユ
ネ
ス
コ

　

近
く
の
駐
車
場

講
師　

緑
花
文
化
士
、
樹
医　

　

横
山
直
江
さ
ん

参
加
料　

１
人
500
円

※
小
学
生
以
下
無
料
。

持
参
す
る
も
の　

弁
当
、
飲
み

　

物
、
タ
オ
ル
、
帽
子
、
虫
除

　

け
、
雨
具

※
野
道
を
歩
き
や
す
い
服
装
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
期
限　
４
月
９
日（
日
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

　

府
中
ユ
ネ
ス
コ
協
会　

粟
田（
☎

　

０
９
０-

１
６
８
４-

９
０
７
６
）

講
　
座

朗
読
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

要
約
筆
記
奉
仕
員
養
成
講
座

催
　
し

旭

公

民

館

ク

ル

ト

ピ

ア

栗

生

春
の
自
然
観
察
会
と
ハ
イ
キ
ン
グ

　各種福祉タクシーチケットをご利用ください
◎外出支援サービス
おでかけタクシー券

◎身体障害者・知的障害者福祉
タクシーチケット

◎精神障害者福祉
タクシーチケット

タクシーチケットを、重複し
て交付することはできません
ので、ご注意ください。
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